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業 種 医療・福祉 

業 務 概 要 医療及び介護サービスの提供 

行 動 計 画 期 間 令和７年４月１日 ～ 令和１２年３月３１日 

行 動 計 画 の 

主 な 内 容 
目標１）男性職員も含めた育児休暇及び子の看護休暇の利用促進を行う。 

〈対策〉 

・2025 年４月～ 

 事業所専用電子掲示板，入職時研修にて育児関連休暇の案内，説明を行う。 

・2025 年４月～ 

 出生届を提出する男性職員に対して，育児休暇及び子の看護休暇の案内，説

明を行う。 

目標２）有給休暇の取得率を８０％以上とする。 

〈対策〉 

・2025 年６月～ 

 数日間まとめて年次有給休暇を取得できる『リフレッシュ休暇』を就業規則

に明記し取得促進を図る。 

・2025 年４月～ 

 毎月，職員の年次有給休暇取得状況についての確認を行い，付与月から９ヶ

月経過時点で取得日数が５日未満となっている職員については，所属長へメ

ールにて案内することで年次有給休暇取得を促す。 

目標３）計画期間内に法人全体の平均残業時間を２０２４年度と比較し 

１０％減少させる。 

〈対策〉 

・20２5 年４月～ 

 残業にかかる事前申請のルールを強化し，自身の残業に対する意識づけを行

う。 

・2025 年４月～ 

 毎月，所定外労働時間の集計を行い，月３０時間以上残業している職員につ

いては，所属長と情報共有し、業務改善を促す。 
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こんな両立支援に 

取り組んでいます 

■リフレッシュ休暇の取得促進 

 連続休暇を取得出来る制度を取り入れています。 

■院内託児所利用制度 

 小学校就学前のお子様をお預かりする施設を運営しています。 

24 時間保育も実施しています。（※毎週金曜日のみ） 

■時間単位での年休取得制度 

 時間単位での年休の取得が可能です。 

■e-ラーニング制度 

 自宅でも利用可能な研修システムがあるため、パソコンやスマートフォンに 

ていつでもどこでも学習が可能です。 

 


